
業者が発行した契約書や 
領収書などの書類があれば、手元に用意しましょう。 
スムーズに相談を進めることができます。 

消費生活センター は身近な味方です 
まずはお気軽に  ご相談下さい。 

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
消
費
生
活
相
談
窓
口
）
で
は
、
専
門
的
な
知
識
と
経
験
を
持
つ
相
談
員
が
 

消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
問
題
解
決
の
た
め
の
助
言
や
あ
っ
せ
ん
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

※
法
律
で
都
道
府
県
に
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
、
名
称
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 
例:

消
費
者
セ
ン
タ
ー
・
生
活
科
学
セ
ン
タ
ー
・
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
 

情
報
提
供
 

消
費
者
か
ら
の
問
い
あ
わ
せ

に
対
し
情
報
提
供
を
行
い
ま
す
。 

ま
た
、
弁
護
士
や
司
法
書
士

等
の
専
門
家
の
支
援
が
必
要
な

場
合
は
、
適
切
な
機
関
を
紹
介

し
ま
す
。 

自
主
交
渉
の
助
言
 

「
訪
問
販
売
で
買
っ
た
物
を
解

約
し
た
い
の
で
す
が
・・・
」
 

期
間
内
で
あ
れ
ば
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ（
１７
ペ
ー
ジ
参
照
）の
方
法

を
助
言
し
ま
す
。
で
き
る
だ
け

ご
自
身
で
解
決
で
き
る
よ
う
に

支
援
し
ま
す
。
 

あ
っ
せ
ん
 

「
契
約
し
て
か
ら
時
間
が
経
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
や
は
り

解
約
し
た
い
の
で
す
が
・
・
・
」 

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
が

過
ぎ
て
も
あ
き
ら
め
な
い
で
下

さ
い
。
契
約
に
問
題
が
あ
っ
た
場

合
な
ど
、
必
要
に
応
じ
て
事
業

者
と
の
間
で
あ
っ
せ
ん
を
行
い

ま
す
。
適
切
な
解
決
方
法
を
探

し
て
、
相
談
員
は
努
力
を
い
た

し
ま
す
。 

相
談
を
す
る
と
き
に
は
、
左
の
よ
う
な
項
目
に
つ
い
て
 

事
前
に
メ
モ
を
し
て
お
く
と
便
利
で
す
。 

実
際
に
書
い
て
み
る
こ
と
で
 

問
題
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

相談便利メモ 〈参考〉 

紙に書くと 
話がわかりやすく 

なるよ 

契約をしたのはいつですか？ 
例 

何を契約しましたか？ 
例 

いくらですか？ 
例 

どこから買いましたか？ 
例 

契約のきっかけは？ 
例 
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